
公告第 22-002 号 

2022 年 4月 1 日 

 

被 保 険 者 各 位 

 

東和薬品健康保険組合 

理 事 長 井 上 憲 一 

 

2022 年４月１日付、東和薬品健康保険組合の規約を変更いたしましたので、健康保

険法施行令第３条第２項に基づき下記の通りお知らせします。 

新旧条文対照表 

新 旧 
（設立事業所の名称及び所在地） 

第 4 条 

この組合の設立事業所の名称及び所在地は、次 

のとおりとする。 

名称 所在地 

東和薬品株式会社 大阪府門真市 

ジェイドルフ製薬株式会社 大阪府門真市 

大地化成株式会社 兵庫県神崎郡 

東和薬品健康保険組合 大阪市淀川区 

グリーンカプス製薬株式会

社 

静岡県富士宮

市 

九州医薬株式会社 鹿児島県鹿児

島市 

株式会社プロトセラ 大阪市淀川区 

 

この規約は令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 

（設立事業所の名称及び所在地） 

第 4 条 

この組合の設立事業所の名称及び所在地は、次 

のとおりとする。 

名称 所在地 

東和薬品株式会社 大阪府門真市 

ジェイドルフ製薬株式会社 大阪府門真市 

大地化成株式会社 兵庫県神崎郡 

東和薬品健康保険組合 大阪市淀川区 
 

 


